
市長定例記者会見発表項目 

 
                   令和６年５月３０日（木） 
                   午後２時３０分～ 
 
 
１ 令和６年志木市議会６月定例会提出議案等概要 

   （資料１） 
 
２ 令和６年度志木市一般会計・特別会計補正予算の概要 

（資料２） 
 

３ オーラルフレイル予防の第一歩！ 
  いろは健康ポイント事業計測会で舌圧測定を実施 

（資料３） 
 

４ ハラスメント 志木市職員  
しない、させない、ゆるさない宣言 

（資料４） 
 

５ スポーツをはじめるきっかけづくり 
  志木市でアーバンスポーツをはじめよう！ 

（資料５） 
 



- 1 -

 令和６年志木市議会６月定例会提出議案等概要 

総合行政部行政管理課 法務グループ 

１ 第４５号議案 

令和６年度志木市一般会計補正予算（第３号）（財政課）

要旨 

今回の補正は、歳入歳出それぞれ９億４，５５３万８千円を追加し、 

 予算総額を３１４億１８９万５千円とする。 

１ 主な歳入 

(1) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 ８億２，１０６万９千円

(2) 宗岡第三小学校用地取得事業債 ５，４６０万円 

(3) 公共施設安心安全化基金繰入金 ３，８３２万４千円 

(4) 財政調整基金繰入金 ２，００７万６千円 

２ 主な歳出 

(1) 定額減税補足給付金事業 ６億６，３２７万７千円 

(2) 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金事業

１億５，７９７万６千円 

(3) 宗岡第三小学校の用地購入に要する経費  ６，０７０万８千円 

３ 債務負担行為の追加 

４ 地方債の追加 

５ 補正後の財政調整基金の残高 ８億１，２３２万２千円 

２ 第４６号議案 

令和６年度志木市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）（保険年金課）

要旨 

今回の補正は、歳入歳出それぞれ２３７万９千円を追加し、 

 予算総額を６２億１，８３２万４千円とする。 

１ 歳入 

 保険給付費等交付金 ２３７万９千円 

２ 歳出 

基幹系システム改修 ２３７万９千円 

３ 第４７号議案 

志木市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例（デジタル推進課） 

１ 提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の改正に伴い、規定の整備をしたいので、地方自治法第１４条第１項の規

定により提出する。 

資料１
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 ２ 要旨 

 (1) 内容 

   規定の整備 

 (2) 施行期日 

   公布の日 

４ 第４８号議案 

志木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例（保育課） 

 １ 提案理由 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、小規模保育

事業所等における職員の配置基準の見直しをしたいので、児童福祉法第３４

条の１６第１項の規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 内容 

   小規模保育事業所等における職員の配置基準の見直し 

 (2) 施行期日 

   公布の日 

５ 第４９号議案 

工事請負契約の締結について（道路課） 

 １ 提案理由 

  館大排水路改修工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 工事名 館大排水路改修工事 

 (2) 工事場所 志木市柏町６丁目地内 

 (3) 履行期限 令和８年３月３１日 

 (4) 請負代金 金６５３，４００，０００円 

 (5) 受注者 関口工業株式会社 

６ 報告第２号 

令和５年度志木市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

７ 報告第３号 

令和５年度志木市一般会計事故繰越し繰越計算書について 

８ 報告第４号 

令和５年度志木市水道事業会計予算繰越計算書について 

９ 報告第５号 

令和５年度志木市水道事業会計継続費繰越計算書について 

１０ 報告第６号 

令和５年度志木市下水道事業会計継続費繰越計算書について 

 



令和６年度志木市一般会計・特別会計補正予算の概要 

 

■一般会計補正予算（第３号） 

 

予 算 現 額 ３０４億５，６３５万７千円 

補 正 予 算 額 ９億４，５５３万８千円 

補正後予算額 ３１４億０，１８９万５千円 

 

 今回の補正予算は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した定額減税補足給付

金及び住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金や、児童手当

制度改正に伴う事務費を主体として編成するものです。 

 

＜歳 出＞ 

（主なもの） 

 〇 定額減税補足給付金                    ６億６，３２８万円 

 〇 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金        １億５，７９８万円 

 〇 宗岡第三小学校用地取得                    ６，０７１万円 

  〇 秋ケ瀬スポーツセンター臨時サービス窓口設置関連経費      ２，６２３万円 

  〇 児童手当制度改正に伴う事務費の増                 ６３４万円 

 

 ＜歳 入＞ 

（主なもの） 

  〇 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金           ８億２，１０７万円 

  〇 基金繰入金                           ５，８４０万円 

補正後の基金残高見込み 

財 政 調 整 基 金： ８億１，２３２万円 

公共施設安心安全化基金：２０億５，６９３万円 

  〇 市債                             ５，４６０万円 

 

＜債務負担行為＞ 

  〇 秋ケ瀬スポーツセンター臨時サービス窓口賃貸借（R７～９）  

限度額 ２，５１７万円    

 

＜地方債＞ 

 〇 宗岡第三小学校用地取得事業債                 ５，４６０万円 

 

※ 表示単位未満を四捨五入しています。 

 

 

 

 

   （裏面へ続く） 

記者発表資料 資料２ 

  



■特別会計補正予算 

 

〇 国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

予 算 現 額 ６２億１，５９４万５千円 

補 正 予 算 額 ２３７万９千円 

補正後予算額 ６２億１，８３２万４千円 

※ マイナンバーカードと健康保険証の一体化対応に係るシステム改修費の増額を行い 

ます。 

 

※  表示単位未満を四捨五入しています。 

 

 

 

 

 

記 者 発 表 資 料 

令和６年５月３０日 

総務部財政課 

財政グループ 

担当者／間舩（主任） 

電話番号／０４８－４７３－１１１５ 

志  木  市 



 
記者発表資料 資料３ 

 

オーラルフレイル予防の第一歩！ 

いろは健康ポイント事業計測会で舌圧測定を実施 

 
市では、いろは健康２１プラン（第５期）／志木市食育推進計画（第３期）／志木市歯と口

腔の健康プラン（第３期）に基づき、口腔機能の低下から全身の機能低下へと進み、要介護状

態につながる可能性のあるオーラルフレイルを予防するため、いろは健康ポイント事業計測会

において、舌圧測定を追加して実施します。 
 

 
１ 日 時  令和６年６月２７日（木）～２９日（土） ９時３０分～１６時 
 
２ 場 所  市民会館仮設会議室（マルイファミリー志木８階） 
 
３ 対 象  ７５歳以上のいろは健康ポイント事業参加者のうち計測会対象者 

 ５７３人（令和６年４月１日現在） 
 
４ 協 力  一般社団法人朝霞地区歯科医師会 
 
５ その他  計測会対象者全員に、オーラルフレイルを周知するためのリーフレットを配布 

します。 
 
 

 
 

記 者 発 表 資 料 
令和６年５月３０日 

子ども・健康部健康政策課 
健康政策グループ 

担当者／松前（主任） 
電話番号／０４８－４７３－１６７４ 

志  木  市 



協力：幸町歯科口腔外科医院





 
記者発表資料 資料４ 

▲ひらがなとローマ字表記の名札 

▲ハラスメント 志木市職員 しない、

させない、ゆるさない宣言 

 

ハラスメント 志木市職員            

しない、させない、ゆるさない宣言 

 

市では、健全な職場環境維持のため、あらゆるハラスメントを防止する目的として「ハラス

メント 志木市職員 しない、させない、ゆるさない宣言」をします。 
 策定した要綱や指針に基づき、安心して働ける職場環境の維持や基本的な接遇に努めるほ

か、カスタマーハラスメントに対しては毅然とした対応をとります。 
また、個人情報の流出を防ぐため、職員の名札は従来の顔写真掲載とフルネーム表記から、

苗字（ひらがな）とローマ字表記へ変更します。 
 
１ 宣言日  令和６年６月１日 
 
２ 対 象  全職員 
 

 

記 者 発 表 資 料 
令和６年５月３０日 
総合行政部人事課 
研修厚生グループ 

担当者／森田（主査）  
電話番号／０４８－４７３－１１２０ 

志  木  市 



来庁者の皆様へ
志木市

STOP！
カスタマーハラスメント

対応を終了します! 退去を求めます!

警察に通報します!

接遇標語「気づかいと おもいやりから 信頼へ」

〇長時間執拗 (しつよう) な同様の主張や要求の繰り返し
〇説明を聞かず一方的な主張
〇長時間の居座り

〇攻撃的、恫喝 (どうかつ) 的な言動
〇人格を否定するなど、侮辱 (ぶじょく) 的な発言
〇威嚇 (いかく) ・脅迫行為

〇特別扱いなど、無理な対応の要求
〇土下座の要求など、過度な謝罪の要求

〇職員の容貌 (ようぼう) や名札の撮影
〇SNSへの投稿等による職員の誹謗 (ひぼう) 中傷



 
記者発表資料 資料５ 

スポーツをはじめるきっかけづくり 

志木市でアーバンスポーツをはじめよう！ 

 

市では、６月の第１日曜日を「志木市民スポーツに親しむ日」と定め、チャレンジスポーツ

推進事業を実施し、市民にスポーツをはじめるきっかけを提供しています。 
令和６年度は、アーバンスポーツの一つとして若い世代を中心に人気のあるスケートボード

にチャレンジするほか、いろは親水公園の一部を「アーバンスポーツエリア」として試行的に

開放し、新たなスポーツを楽しむ機会の創出と市民のスポーツ実施率の向上を図ります。 
 

１ チャレンジスポーツ～スケートボードをはじめよう！～ 

日時：令和６年６月２日（日） ９時４５分～１６時（１班４５分程度、雨天中止） 

 場所：いろは親水公園左岸 
 対象：市内在住・在学の５歳～小学６年生と保護者 
    ※参加者は事前申込みにより決定済み（定員：８０人） 
 内容：志木市スポーツ推進委員による準備体操、スケートボードの乗り方・漕ぎ方・止ま

り方の指導、講師による高度な技術のデモンストレーション 
 

２ いろは親水公園アーバンスポーツエリアの試行 

  期間：令和６年６月８日（土）～３０日（日）、１０月５日（土）～１２月２２日（日） 
     の毎週土・日曜日 ９時３０分～１６時３０分 
     ※予約不要 

   ※７月から９月まではウォーターパーク開催に伴い、開放しません。 
※上記期間の試行をもとに、令和７年１月以降の開放について検討します。 

  場所：いろは親水公園左岸 

  対象スポーツ：スケートボード、ストライダー、ローラースケートなど 
  

  
 
 
 

 

記 者 発 表 資 料 
令和６年５月３０日 
教育政策部生涯学習課 
スポーツ振興グループ 

担当者／𠮷𠮷成（副課長） 
電話番号／０４８－４７３－１１８３ 

志  木  市 


